
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成１９年８月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

プロンプター 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、放送スタジオ等においてニュース原稿等を映し出すパソコンベースの

プロンプターである。 

 映像入力は、ＢＮＣ又はパソコンから直接ＶＧＡで入力することが可能であ

る。 

 撮影用カメラとの接続方法により、主目的のニュース原稿のほか、放送画面を

モニター上で見ることもできる。 

 

○構造、仕様、意匠 

 表示ディスプレイ：ＴＦＴ液晶カラーモニター 

 入力端子：ＶＧＡ、ＢＮＣ   ビデオ：ＰＡＬ/ＮＴＳＣ自動検出 

 定 格：９０～２６０Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力未定 

 

○主な使用者、販売先 

教育、各種法人、放送スタジオまで様々なユーザーに対応 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「テレビジョン受信機」と

して取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、ビデオ入力端子を有し、外部のチューナーと接続することによって一

般テレビジョン放送を受信できることから、「テレビジョン受信機」として取り扱

うことが妥当と判断する。 

 


